
　
桜
町
　
下
請
取
引
の
適
正
化
の
中

核
で
あ
る
下
請
代
金
法
の
運
用
で
は
、

代
金
減
額
な
ど
の
違
反
件
数
が
多
い

が
、
そ
れ
ら
は
担
当
者
の
不
注
意
や

勘
違
い
に
よ
る
こ
と
も
多
い
。
下
請

事
業
者
は
、
経
常
利
益
が
数
百
万
円

で
あ
る
中
小
企
業
も
少
な
く
な
い
。

不
注
意
に
よ
る
違
反
で
も
経
営
に
非

常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
が
ま
ず
出
発

点
だ
と
思
う
。

　―
―

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

や
下
請
取
引
の
適
正
化
の
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
践
し
て

い
る
か
。

　
荒
井
　
Ｔ
Ｄ
Ｋ
で
は
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
委
員
長
で
あ
る
社
長
の
下
、

各
事
業
部
、
グ
ル
ー
プ
会
社
等
全
体

で
取
り
組
み
に
参
加
す
る
体
制
を

取
っ
て
い
る
。
事
業
部
等
ご
と
に
下

請
代
金
法
順
守
に
つ
い
て
の
組
織
管

理
図
、
下
請
事
業
者
名
簿
、
教
育
計

画
書
の
提
出
を
義
務
化
し
、
自
己
評

価
を
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
他
社
の

勧
告
事
例
・
社
内
の
成
功
事
例
な
ど

の
情
報
の
共
有
、
研
修
な
ど
を
継
続

的
に
行
っ
て
い
る
。

　
森
中
　
新
日
鉄
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ズ
で
は
、
改
正
に
よ
り
下
請
代
金
法

が
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
に
も
適
用
に
な

り
、
業
界
特
性
に
基
づ
く
慣
行
が
違

反
と
な
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
を
開

始
。
研
修
を
定
常
的
に
行
う
ほ
か
、

検
収
方
式
を
納
品
基
準
に
変
え
、
支

払
い
を
翌
月
末
払
い
に
変
更
す
る
な

ど
法
令
順
守
の
た
め
に
リ
ス
ク
を
負

担
。
ま
た
、
発
注
書
様
式
の
統
一
、

着
手
前
の
発
注
書
交
付
を
行
う
な
ど
、

違
反
を
防
止
す
る
仕
組
み
づ
く
り
を

徹
底
し
て
行
っ
て
い
る
。

　―
―

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
内
の

理
解
を
得
る
た
め
に
苦
労
し
た
点
は

あ
る
か
。

　
荒
井
　
下
請
代
金
法
が
日
常
業
務

に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
理
解

し
て
も
ら
う
こ
と
に
苦
労
し
た
。
指

導
と
い
う
形
で
は
な
く
、
改
善
を
す

れ
ば
業
務
の
ス
リ
ム
化
が
で
き
る
な

ど
の
具
体
論
を
示
し
、
一
緒
に
業
務

を
見
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
形
で
、

地
道
に
１
人
、
２
人
、
３
人
と
理
解

を
得
て
進
め
て
き
た
。

　
森
中
　
担
当
者
が
頻
繁
に
代
わ
る

な
ど
の
要
因
に
影
響
さ
れ
な
い
よ
う

な
形
で
確
実
に
実
践
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、「
様
式
は
こ
れ

し
か
な
い
」「
こ
の
項
目
が
な
け
れ
ば

発
注
書
が
で
き
な
い
」
な
ど
ル
ー
ル

を
強
い
て
い
く
う
ち
に
習
慣
づ
け
が

で
き
、
徐
々
に
ル
ー
ル
を
守
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

　―
―

取
り
組
み
の
成
果
は
出
て
い

る
か
。

　
森
中
　
法
令
順
守
、
順
法
意
識
が

確
実
に
高
ま
っ
て
き
た
。

　
荒
井
　
順
法
に
対
す
る
意
識
は
確

か
に
高
ま
っ
た
。
金
額
や
時
間
は
算

定
し
て
い
な
い
た
め
分
か
ら
な
い
が
、

書
類
削
減
と
業
務
負
荷
の
減
少
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。
当
社
側
だ
け
で

な
く
、下
請
事
業
者
の
効
率
が
上
が
っ

た
と
の
報
告
を
得
て
い
る
。

　
上
山
　
私
の
と
こ
ろ
に
は
、
親
事

業
者
と
の
関
係
で
下
請
事
業
者
か
ら

相
談
が
多
く
あ
る
。
仮
に
下
請
代
金

法
に
抵
触
す
る
取
引
が
見
つ
か
っ
た

場
合
、
ど
の
よ
う
に
現
場
を
指
導
す

る
か
。

　
森
中
　
社
長
へ
の
報
告
の
ほ
か
、

他
の
事
業
部
の
同
種
業
務
点
検
を
行

う
と
同
時
に
事
例
を
周
知
し
、
再
発

防
止
を
図
る
。
仕
組
み
の
問
題
が
原

因
で
あ
れ
ば
、
当
然
是
正
す
る
。

　
桜
町
　
中
小
企
業
庁
は
、
下
請
事

業
者
か
ら
の
情
報
提
供
な
ど
を
勘
案

し
て
親
事
業
者
へ
の
立
ち
入
り
検
査

を
行
い
、
問
題
が
あ
れ
ば
改
善
を
お

願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
守
秘
義
務

を
守
り
、
徹
底
し
た
情
報
管
理
の
う

え
ノ
ウ
ハ
ウ
を
用
い
て
検
査
を
行
っ

て
い
る
の
で
、
下
請
事
業
者
は
、
困
っ

た
こ
と
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
情
報
を

提
供
し
て
ほ
し
い
。
親
事
業
者
も
疑

問
点
等
は
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
改
善
に
つ
な
が
る
ア
ド

バ
イ
ス
が
で
き
る
。

　―
―

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

に
取
り
組
む
企
業
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

お
願
い
し
た
い
。

　
荒
井
　
ト
ッ
プ
の
固
い
決
意
を
背
景

に
し
て
、
業
務
改
善
な
ど
現
場
の
利

点
を
訴
求
し
な
が
ら
対
策
を
浸
透
さ

せ
て
い
く
の
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
う
。

　
森
中
　
ト
ッ
プ
の
理
解
は
大
前
提

だ
。
コ
ス
ト
削
減
を
優
先
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
後
戻
り
で
き
な
い
仕

組
み
づ
く
り
を
し
て
地
道
に
実
践
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
。

　
上
山
　
親
事
業
者
か
ら
の
相
談
を

受
け
た
際
に
順
守
の
た
め
に
必
要
な

対
策
を
提
言
し
て
も
、
実
施
を
先
延

ば
し
に
す
る
企
業
が
少
な
く
な
い
。

そ
ん
な
中
、Ｔ
Ｄ
Ｋ
は
、
事
業
地
域
・

内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
企
業
で
も
下

請
代
金
法
の
順
守
徹
底
が
可
能
な
こ

と
を
教
え
て
く
れ
た
。
新
日
鉄
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
一
方
的
な
リ
ス

ク
を
も
背
負
う
覚
悟
で
下
請
取
引
の

適
正
化
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い

る
。
両
社
と
も
素
晴
ら
し
い
取
り
組

み
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

　
桜
町
　
両
社
の
具
体
的
な
取
り
組

み
を
聞
き
、
ト
ッ
プ
の
強
い
意
志
と

決
断
、
現
場
を
巻
き
込
む
仕
組
み
づ

く
り
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
感
じ

た
。
下
請
取
引
の
適
正
化
は
、
下
請

事
業
者
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
戦
後
、

技
術
面
な
ど
で
下
請
事
業
者
に
支
え

ら
れ
て
き
た
親
事
業
者
に
も
実
質
的

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
取
り
組
み
事

例
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
自
社

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
強
化
・

構
築
し
て
ほ
し
い
。

　
上
場
企
業
の
取
引
の
多
く
の
部
分

が
下
請
代
金
法
の
規
制
の
対
象
と
な

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
下

請
代
金
法
に
は
、
親
事
業
者
の
４
つ

の
義
務
と
１１
の
禁
止
行
為
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
発
注
書
面
の
交
付
・
保

存
や
下
請
代
金
の
支
払
期
日
を
定
め

る
こ
と
な
ど
は
義
務
。
下
請
代
金
の

支
払
い
遅
延
や
減
額
、
買
い
た
た
き

な
ど
は
禁
止
行
為
で
あ
る
。
義
務
違

反
や
禁
止
行
為
を
し
た
場
合
は
改
善

指
導
等
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
件
数

は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
経
営
ト
ッ

プ
を
含
め
て
下
請
代
金
法
の
重
要
性

を
認
識
し
て
い
な
い
企
業
や
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
担
当
す

る
部
門
以
外

に
は
下
請
代

金
法
が
十
分

に
浸
透
し
て
い
な
い
企
業
が
少
な
く

な
い
。
こ
の
た
め
、
発
注
担
当
者
が

知
識
不
足
で
知
ら
な
い
う
ち
に
違
反

す
る
場
合
や
、
下
請
代
金
を
値
切
る

こ
と
が
社
内
で
の
評
価
に
つ
な
が
る

と
い
う
意
識
か
ら
違
反
す
る
場
合
も

多
く
見
ら
れ
る
。

　
下
請
代
金
法
違
反
に
よ
り
改
善
勧

告
を
受
け
る
と
社
名
が
公
表
さ
れ
、

企
業
イ
メ
ー
ジ
の
低
下
を
招
き
か
ね

な
い
。
下
請
代
金
法
を
順
守
し
、
適

正
な
下
請
取
引
を
行
う
た
め
に
は
、

「
社
内
に
は
把
握
で
き
て
い
な
い
違
反

事
例
が
多
々
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
」を
前
提
に
社
内
全
体
で
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行

う
こ
と
が
重
要
だ
。

　
そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
中
小

企
業
庁
が
実
践
的
な
取
り
組
み
の
ポ

イ
ン
ト
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た

「
下
請
取
引
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
」で
あ
る
。
取
り
組
み
段
階

に
応
じ
た
ポ
イ
ン
ト
や
他
社
の
取
り

組
み
事
例
を
参
考
に
し
て
、
自
社
の

業
務
特
性
に
合
わ
せ
た
体
制
を
構
築

し
、
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

　
下
請
代
金
法
が
規
制
し
て
い
る
親

事
業
者
の
禁
止
行
為
は
、
対
等
な
力

関
係
に
あ
る
企
業
間
取
引
で
は
あ
り

得
な
い
取
引
条
件
ば
か
り
で
あ
り
、

下
請
代
金
法
違
反
は「
品
格
・
良
識
の

欠
如
」と
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
。
下
請

事
業
者
は
、
親
事
業
者
の
競
争
力
の

一
翼
を
担
っ
て
い
る
必
要
不
可
欠
な

存
在
で
あ
り
、
そ
の
健
全
性
を
維
持

し
て
い
く
た
め
に
下
請
代
金
法
の
順

守
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
、
親
事
業
者
は
下
請
代
金
法
の

重
要
性
を
社
内
に
徹
底
し
て
ほ
し
い
。

基
調
講
演

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化
と
そ
の
成
果

親事業者による取り組み事例紹介

東
京
会
場

■主催：経済産業省中小企業庁
■後援：財団法人全国中小企業取引振興協会、全国中小企業団体中央会、日本経済新聞社

本特集の西日本編は中小企業庁のサイトでご覧いただけます。

http://www.chusho.meti.go.jp/ 中小企業庁 検 索 

新
日
鉄
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ 

総
務
部
（
兼
務
）

法
務
・
知
的
財
産
部 

パ
ー
ト
ナ
ー
企
画
管
理
部

森
中
章
雄
氏

法
令
内
容
の
再
認
識
が
必
要

事
例
を
参
考
に
体
制
整
備
を

違反防止する仕組みづくり徹底　森中氏
業務改善など利点訴え対策浸透　荒井氏

必要な対策を先延ばしせず実施　上山氏

法令の順守は親事業者にも利点　桜町氏

Ｔ
Ｄ
Ｋ 

経
営
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ 

下
請
法
審
査
チ
ー
ム

日
比
谷
パ
ー
ク
法
律
事
務
所 

弁
護
士

上
山
浩
氏

中
小
企
業
庁
取
引
課
長

桜
町
道
雄
氏

◆
パ
ネ
リ
ス
ト

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

原
田
知
恵
氏

　長引く円高や海外企業との競争激化などを背景に、多く
の企業が難しい経営のかじ取りを迫られている。特に下請
事業者の業況は厳しく、親事業者によるコンプライアンス
（法令順守）の強化と企業間取引の適正化がこれまで以上
に求められている。先ごろ全国８会場（札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、松山、広島、福岡）で開催された「下請取引
適正化推進シンポジウム・セミナー２０１１」では、下請代金
支払遅延等防止法（下請代金法）順守の重要性や親事業者
による下請取引の適正化に向けた取り組みが紹介された。

弁護士 上山浩氏

森中氏桜町氏

荒井氏原田氏

企画・制作＝日本経済新聞社
クロスメディア営業局

広　告

五十音順

荒
井
昌
巳
氏

新日鉄ソリューションズ／ＴＤＫパネルディスカッション 東京会場

み事例組り取の業企

下請取引適正化推進シンポジウム・セミナー2011────東日本編（全国8会場で開催） 

◆
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

コンプライアンスの強化と企業間取引の適正化を目指してコンプライアンスの強化と企業間取引の適正化を目指してコンプライアンスの強化と企業間取引の適正化を目指して

　
法
務
部
と
資
材
購
買
部
門
の
責
任
者
か
ら
な
る
下
請
法
部
会
を
中

心
に
、
研
修
教
育
や
監
査
、
日
常
業
務
で
生
じ
た
問
題
等
に
対
す
る

相
談
対
応
等
を
行
っ
て
い
る
。

　
具
体
的
に
は
、
研
修
は
、
社
内
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
教
育
研
修
の
ほ
か
、

下
請
代
金
法
専
門
の
顧
問
弁
護
士
を
交
え
た
部
会
な
ど
を
実
施
。
ま

た
、
法
務
部
と
資
材
購
買
部
門
・
製
造
現
場
と
の
意
識
の
温
度
差
や

周
辺
部
門
と
の
は
ざ
ま
で
資
材
購
買
部
門
が
抱
え
る
苦
悩
を
解
消
す

る
た
め
、
実
情
に
即
し
た
実
践
的
な
対
応
策
を
検
討
し
て
お
り
、
資
材

購
買
部
門
の
周
辺
部
門
へ
の
研
修
や
、
そ
れ
以
外
の
一
般
の
従
業
員

も
参
加
で
き
る
基
本
研
修
も
実
施
し
て
い
る
。
監
査
は
、
実
地
監
査
と

そ
の
翌
年
の
フ
ォ
ロ
ー
監
査
を
行
い
、
今
年
か
ら
「
下
請
法
実
務
相

談
会
」
の
開
催
等
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
、
取

引
先
と
Ｗ
ｉ
ｎ‐

Ｗ
ｉ
ｎ
の
関
係
を
築
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　
大
き
な
企
業
で
な
く
て
も
下
請
取
引
の
適
正
化
に
は
苦
労
が
あ

る
。
代
表
取
締
役
の
下
に
委
員
会
を
設
け
て
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
が
、
内
部
統
制
対
応
の
た
め
の
準
備
を
行
っ
た
当
初
は
下
請
代
金

法
の
理
解
不
足
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
中
小
企
業
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
か
ら
資
料
を
入
手
し
、
講
習
会
等
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
理

解
を
深
め
、
下
請
取
引
の
特
定
、
支
払
い
条
件
の
確
認
な
ど
を
行
う

と
こ
ろ
か
ら
取
り
組
み
を
始
め
た
。
下
請
代
金
法
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン

エ
ラ
ー
に
よ
る
意
図
し
な
い
違
反
が
発
生
し
や
す
い
。
こ
れ
を
防
ぐ

た
め
に
、
支
払
方
法
覚
書
の
締
結
や
、
記
載
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
発

注
書
の
改
善
を
行
っ
た
。
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し
て
内
部
監
査
制
度
を
構

築
し
て
い
る
が
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
は
事
後
対
策
で
し
か
な
く
、
い
か

に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め
る
か
が
重
要
だ
。

　
事
業
所
単
位
に
下
請
取
引
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
所
管
内
の
業

務
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
、
価
格
改
定
や
取
引
開
始
時
の
指
導
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
事
業
特
性
に
合
わ
せ
た
該
否
判
定
シ
ー
ト
に
よ
り
下
請

取
引
で
あ
る
か
を
判
断
し
、
下
請
取
引
で
あ
れ
ば
発
注
書
面
や
納
品

管
理
な
ど
に
つ
い
て
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
社
内
全
体
の
取

り
組
み
を
推
進
す
る
統
括
チ
ー
ム
で
は
、
業
務
の
標
準
化
を
行
う
こ

と
を
目
標
に
書
面
の
サ
ン
プ
ル
等
を
作
成
し
て
共
有
。
研
修
以
外
の

教
育
啓
蒙
と
し
て
、
購
買
担
当
役
員
の
出
席
の
下
、
幾
つ
か
の
事
業

所
等
の
独
自
の
取
り
組
み
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
な
ど
を
発
表
す
る
会
議

を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
に
１
度
実
態
調
査
を
行
い
、
前
年
度

の
指
摘
事
項
の
改
善
状
況
や
、
該
否
判
定
な
ど
を
調
査
し
、
問
題
が

あ
れ
ば
改
善
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　
本
社
調
達
改
革
統
括
部
と
各
事
業
部
門
、
グ
ル
ー
プ
会
社
等
ご
と

に
設
置
し
た
順
法
推
進
者
が
中
心
と
な
り
、
教
育
・
点
検
・
情
報
共

有
の
３
本
柱
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
教
育
は
、
新
し
く
管
理
者
に
な

る
者
や
資
材
部
門
に
配
属
さ
れ
た
者
に
対
す
る
昇
格
要
件
と
な
る
必

須
研
修
や
順
法
推
進
者
へ
の
研
修
な
ど
を
実
施
。ｅ‐

ラ
ー
ニ
ン
グ

で
も
受
講
で
き
る
。
点
検
は
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
自
主
点
検

と
現
場
巡
回
に
よ
る
実
地
点
検
を
行
い
、
そ
の
両
面
で
問
題
の
洗
い

出
し
と
改
善
を
実
施
し
て
い
る
。
情
報
共
有
と
し
て
は
、
グ
ル
ー
プ

内
他
社
の
活
動
事
例
や
下
請
代
金
法
の
最
新
の
動
向
な
ど
を
共
有
す

る
ほ
か
、
社
内
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
の
下
請
代
金
法
順
守
の
啓

発
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
継
続
的
に
展
開
し
、

下
請
取
引
適
正
化
を
推
進
し
て
い
く
。

　
製
造
委
託
を
中
心
に
６
０
０
社
強
の
下
請
事
業
者
と
取
引
が
あ

り
、
行
動
の
規
範
推
進
委
員
会
の
ほ
か
、
法
務
本
部
、
購
買
本
部
な
ど
、

社
長
を
ト
ッ
プ
と
し
た
社
内
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
確
立
し
て

い
る
。
取
引
先
を
含
め
た
関
係
者
の
誰
で
も
通
報
で
き
る
内
部
通
報

制
度
を
は
じ
め
、
持
ち
運
び
で
き
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
調
達
指
針
、

社
内
向
け
の
調
達
活
動
指
針
や
資
材
規
定
を
設
け
、
法
令
順
守
の
意

識
を
高
め
て
い
る
。
教
育
面
で
は
独
自
の
ウ
ェ
ブ
教
材
を
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
で
公
開
。
階
層
別
、
購
買
部
門
教
育
で
も
下
請
代
金
法
の
教

育
を
徹
底
し
て
い
る
。
実
務
で
は
、
下
請
事
業
者
と
の
取
引
口
座
の

一
括
管
理
や
契
約
書
類
等
の
統
一
化
、
下
請
事
業
者
の
識
別
等
の
シ

ス
テ
ム
上
の
統
制
を
行
い
、
仕
組
み
と
し
て
違
反
が
出
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
。

　
４
つ
の
会
社
の
事
業
統
合
に
伴
い
、
各
社
組
織
・
企
業
文
化
の
一

本
化
を
図
り
、
全
社
的
に
標
準
化
さ
れ
た
下
請
取
引
体
制
を
構
築
す

る
た
め
、
外
注
調
整
室
と
い
う
組
織
を
作
り
、
３
つ
の
柱
を
立
て
て

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
。
第
１
は
教
育
・
広
報
活
動
・
人
材
育
成
。

社
内
事
例
を
含
む
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
下
請
取
引
は
業
界
の
商
慣

習
や
民
法
・
商
法
の
常
識
で
対
応
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
徹
底
的

に
教
育
す
る
。
第
２
は
自
主
検
査
に
お
け
る
現
状
聴
取
と
対
策
の
立

案
。
各
部
署
を
巡
回
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
日
々
の
取
引
に

合
わ
せ
て
具
体
的
な
改
善
指
導
を
繰
り
返
し
行
う
。
第
３
は
業
務
シ

ス
テ
ム
の
標
準
化
。
下
請
事
業
者
の
一
元
管
理
、
発
注
書
や
支
払
い

条
件
な
ど
の
標
準
化
を
行
っ
た
ほ
か
、
全
社
統
合
の
支
払
い
シ
ス
テ

ム
を
用
い
て
違
反
が
な
い
よ
う
管
理
し
て
い
る
。

名古屋会場の様子

昭
和
電
工

事
業
所
単
位
で
取
り
組
み
強
化

日
本
電
気

順
法
推
進
者
中
心
に
対
策
実
施

富
士
通

取
引
先
含
む
順
法
体
制
を
構
築

ク
ボ
タ

研
修
会
や
監
査
の
実
施
を
推
進

ク
レ
ハ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

丁
寧
に
理
解
促
し
意
識
高
め
る

三
菱
樹
脂

取
引
の
標
準
化
進
め
違
反
防
ぐ

中
小
企
業
の
相
談
窓
口「
下
請
か
け
こ
み
寺
」の
ご
案
内

　
全
国
４７
都
道
府
県
（
４８
カ
所
）
に
設
置
し
て
い
る
『
下
請
か
け
こ
み
寺
』
で
は
、「
納

品
後
に
代
金
の
値
引
き
を
求
め
ら
れ
た
」「
支
払
日
が
過
ぎ
て
も
代
金
を
支
払
っ
て
も
ら

え
な
い
」「
期
日
ど
お
り
に
納
品
し
た
の
に
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
い
」
な
ど
取
引
に
関

す
る
中
小
企
業
の
様
々
な
悩
み
の
相
談
に
相
談
員
や
弁
護
士
が
親
身
に
な
っ
て
応
じ
、
問

題
解
決
に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

下
請
か
け
こ
み
寺
本
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
３
・
５
５
４
１
・
６
６
５
５

中
小
企
業
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
下
請
代

金
法
違
反
の
防
止
に
向
け
た
社
内
体
制
の
整
備

方
法
や
取
り
組
み
事
例
を
紹
介
す
る
「
下
請
取

引
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
ほ

か
、
下
請
代
金
法
の
講
習
会
の
情
報
な
ど
下
請
取

引
適
正
化
に
関
す
る
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

http://w
w
w
.chusho.m

e
ti.g
o.jp/keiei

/torihiki/index.htm
l


